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「法人番号」欄が空欄の場合は記入してください。
※法人番号は国税庁から通知される13桁の番号です。
※個人事業主の場合は、13桁すべてに「0」を記入してください。
※法人番号が誤っている場合は、訂正してください。

㉛欄　「法人番号」

⑳欄
⑩（イ）欄の金額が多い場合

⑩（イ）欄

令和元

令和元
令和元

令和2
令和2

見込額を

内訳、納付額の金額の訂正はできません。（もし書き損じた場
合は新しい領収済通知書（納付書）により納付してください。）

賃金

不要です。）
※素材の生産量が 30 立方メートル未満の事業については、取りまとめ
　て記入できます。

とします。

50,000円 50,520円 520円

令和元

　一般拠出金に係る算定基礎額は労災保険分と同額になります。ただ
し、平成19年3月31日以前に開始した事業は除きます。

します。

P.5

一般拠出金算定基礎額

16 17

の「電子申請のための「アクセスコード」について」を

9 申告書の記入にあたって（林業）

30 6 8
元 7 13

30 6 22
元 7 31

※充当の例　P.18以降を参照してください。



30

13 平成27年3月31日以前に開始した工事の取扱い

機 械 装
置の組立
て又は据
付けの事
業

組立て又は取付
けに関するもの

ほ 19

21
24

24
27 30

27 30 ～

103
1,000分の 1,000分の 1,000分の 1,000分の

15 20

18 89 19 79

11 19

62

11
9
9

9.5

6.5

15

12

17
24

23

23

38

21

24

9
9.5

11

15

6.5

17

16 20
18
25

23

23
40

22

24

10
17

13

15

7.5

19

18
23

21

22

38

21

23

11
18

13

14

19

9

24

22

22

。

14 事業の種類･労務費率･保険料率一覧表

【事業の開始時期ごとの消費税額の取扱いについて】
　事業の開始時期により、取扱いが以下のように異なりますのでご注意ください。

〇　計算方法の例
①事業の期間：平成25年９月１日～平成31年４月30日、請負金額8,610,000円（うち消費税額410,000円）、事業の種類が38の場合
　8,610,000円（消費税込み）　×　22％（労務費率）　＝　1,894,200円（賃金総額）
②事業の期間：平成26年12月１日～令和元年５月29日、請負金額5,400,000円（うち消費税額400,000円）、事業の種類が38の場合
　5,400,000円（消費税込み）　×　105 ／ 108　＝　5,250,000円（消費税率等に係る暫定措置適用後の請負金額）
　5,250,000円（消費税率等に係る暫定措置適用後の請負金額）　×　22％（労務費率）　＝　1,155,000円（賃金総額）
③事業の期間：平成30年４月10日～令和２年3月15日、請負金額23,760,000円（うち消費税額1,760,000円）、事業の種類が38の場合
　22,000,000円（消費税抜き）　×　23％（労務費率）　＝　5,060,000円（賃金総額）

事業の開始時期

①工事開始日が平成25年９月30日以前のもの 消費税を含む 適用されない

適用されない

適用される
（請負金額に108分の105を乗じる）消費税を含む

消費税を除く

②工事開始日が平成25年10月１日～
　　　　　　　平成27年3月31日までのもの

③工事開始日が平成27年４月１日以降のもの

請負金額 消費税率等に係る暫定措置

隧道等新設事業
ずい

　　請負金額は、平成27年3月31日以前に開始した工事については消費税を含めた額を記入してくだ
さい。また、労務費率により保険料の算定基礎となる賃金総額を算出する場合、平成25年10月１日
から平成27年３月31日までに開始した工事については、消費税率等に係る暫定措置が適用されます。

　　そのため、一括有期事業報告書（建設の事業）の作成にあたり、P.10の２の「平成25年10月１
日以降平成27年３月31日以前のもの」の期間の「㋥請負金額」欄の「計（小計）」については、下
記のURL、またはQRコードの記入例にならって２段に分割し、上段については消費税相当額を含
めた請負金額を、下段については上段の額に108分の105を乗じて得た額（その額に１円
未満の端数があるときはこれを切り捨てた額。）を記入してください。

　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/
　gyousei/index.html
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